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毎年６月２３日から２９日は『男女共同参画週間』です！ 

 

「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成 11 年 6 月 23 日にちなみ、

毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間を「男女共同参画週間」として、様々な取

組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目

指しています。 

 

 

今年の男女共同参画週間のキャッチフレーズは、 

だれもがどれも 

        選べる社会に 

です。 

 

私たちは性別にかかわらず、様々な個性を持っていま

す。社会的につくられた性別役割分担意識にとらわれ

ず、『自分らしさ』を安心して表現できる社会の実現を

目指しましょう。 

 

 

～男女共同参画であなたもわたしもハッピーに～ 
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学ぼう！性的マイノリティ 

 
ウィズレターでは 43 号より性的マイノリティ（LGBTQ+）の記事を連載しています。 

今回は、初心にかえって「LGBTQ+」について説明します。 

 

性のあり方は、多数派・少数派の違いはありますが、とても多様です。 

「LGBTQ+」とは、性のあり方の少数派の人たちをあらわす

言葉です。 

 

Ｌ：レズビアン（女性同性愛者） 

Ｇ：ゲイ（男性同性愛者） 

Ｂ：バイセクシュアル（両性愛者） 

Ｔ：トランスジェンダー（体の性別と心の性別が異なる人） 

Ｑ：クエスチョニング(自らの性のあり方が特定の枠に属さない人、わからない人) 

  クィア（あたりまえではないとされる性のあり方を包括的にあらわす言葉） 

市川市では、「LGBTQ」に他の性的マイノリティのさらなる追加をあらわす「+」

を加え、「LGBTQ+」と表記しています。LGBTQ+の方は、AB 型や左利きの方と

同じくらい、人口の 10％ほどいると言われています。 

 

すべての人が互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる社会になる

よう、差別や偏見をなくしましょう。 

 

6 月は、性的マイノリティの権利を啓発するための様々な活動が行われる「プライ

ド月間」です。街中で LGBTQ+の尊厳と社会運動のシンボルとして使われているレ

インボーフラッグを見かけることも多いかもしれません。皆さんもぜひ探してみて

ください。 

 

 
市川市男女共同参画センター（ウィズ）をご利用ください！ 

 
事務室（受付）は、市川市男女共同参画センター4 階

にあります。 

 当センターには、定員 10 名～70 名ほどの研修室、

和室、調理工房、研修ホール、こどもルーム等があり、

貸出をしています。 

 最寄り駅から徒歩 5 分という立地に恵まれ、様々な市

民団体が使用しています。午前 9 時から午後 9 時まで 

(土･日は午後 5 時まで)開館しており、比較的空いてい

る時間帯もあります。どうぞご利用ください。 
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